
○津幡町農商工連携６次産業化推進事業補助金交付要綱 

平成２７年１０月３０日 

津幡町告示第１１８号 

（目的） 

第１条 この要綱は、津幡町産農林水産物を活用し、農業者等が、自ら、あるいは流通業者、食

品事業者等と連携し６次産業化に資する取組により地域活性化を図るため、予算の範囲内にお

いて補助金を交付するものとし、その交付に関しては、津幡町補助金交付規則（昭和４３年津

幡町規則第３号）に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。 

（補助対象団体） 

第２条 補助金の交付対象となるものは、津幡町内に所在又は居住し、町税等を滞納していない

ものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（１） 農林水産業を営む法人 

（２） 農林水産業を営む個人が５人以上で組織する団体 

（３） 前２号に掲げる者の取組に連携する流通業者及び食品事業者 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とする。 

（１） 加工品開発・販路拡大 津幡町産農林水産物を活用した加工品の開発並びに販路の開

拓及び拡大を行うもの 

（２） 加工・販売施設等整備 津幡町産農林水産物を活用した加工品の開発に必要な施設、

機械等の整備を行うもの 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付対象となる経費は、別表のとおりとする。ただし、国及び他の地方公共団

体等の補助金を併用する場合、対象団体の自己負担は、補助対象経費の５分の１を下回らない

ものとする。 

 

 

 

 

 

 



（補助金額の算定基準及び限度額） 

第５条 補助金の額は、次のとおりとする。 

（１） 加工品開発・販路拡大 補助対象経費の総額に補助率２分の１を乗じて得た額（その

額に１千円未満が生ずる場合は、当該額を切り捨てた額）とし、１０万円以上５０万円以内

とする。 

（２） 加工・販売施設等整備 補助対象経費の総額に補助率３分の１を乗じて得た額（その

額に１千円未満が生ずる場合は、当該額を切り捨てた額）とし、１０万円以上３００万円以

内とする。 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、津幡町農商工連携６次産業化推進事業補助金交付

申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。 

（１） 事業計画書 

（２） 予算書 

（３） 補助対象経費に係る見積書の写し 

（４） その他町長が特に必要と認める書類 

（交付の決定及び通知） 

第７条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、速やかに当該申請に係る

事業内容について、学識経験を有する者等から意見を聴いた上で、その内容を審査し補助金の

交付の可否を決定し、津幡町農商工連携６次産業化推進事業補助金交付決定通知書（様式第２

号）又は津幡町農商工連携６次産業化推進事業補助金不交付決定通知書（様式第３号）により

申請者に通知するものとする。 

（補助事業の変更又は中止申請） 

第８条 補助金の交付決定後、補助対象事業の内容に変更が生じたとき又は中止しようとすると

きは、津幡町農商工連携６次産業化推進事業（変更・中止）承認申請書（様式第４号）を町長

に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 

２ 前項の規定により、速やかに書類等の審査を行い補助金を変更又は中止すべきものと認めた

ときは、津幡町農商工連携６次産業化推進事業（変更・中止）承認書（様式第５号）により申

請者に通知するものとする。 

 

 



（実績報告） 

第９条 第７条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者が、当該補助事業を完了したとき

は、当該完了日から起算して１５日以内に、津幡町農商工連携６次産業化推進事業実績報告書

（様式第６号）に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第１０条 町長は、前条の報告を受けた場合は、その内容を審査し、適正であると認めたときは、

交付すべき補助金の額を確定し、津幡町農商工連携６次産業化推進事業補助金確定通知書（様

式第７号）により交付決定者に通知するものとする。 

２ 前項の規定による通知を受けた交付決定者は、事業完了年度の翌年度から３年間当該補助対

象事業の状況について、津幡町農商工連携６次産業化推進事業採択事業経過報告書（様式第８

号）により町長に報告しなければならない。 

（補助金の概算払及び精算払の請求） 

第１１条 交付決定者は、補助金の概算払又は精算払を受けるときは、あらかじめ津幡町農商工

連携６次産業化推進事業補助金概算払請求書（様式第９号）又は津幡町農商工連携６次産業化

推進事業補助金請求書（様式第１０号）を町長に提出しなければならない。なお、概算払の請

求は、交付決定額の８割以内とする。 

（交付決定の取消し等） 

第１２条 町長は、補助対象事業が他の補助事業の対象となったとき又は第８条第１項の規定に

よる承認をしたときは、第７条の補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変

更することができる。 

２ 町長は、交付決定者が補助金を目的以外に使用したとき、又はこの要綱に違反したときは、

交付した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。 

３ 町長は、前２項の規定による取消し又は変更を行ったときは、期限を付して、既に交付した

補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（補助の対象期間） 

第１３条 補助事業の対象期間は、加工品開発・販路拡大事業は３年以内とし、加工・販売施設

等整備事業については加工品開発・販路拡大事業実施期間の内、１年とする。 

（雑則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 



附 則 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

附 則（令和３年３月１５日津幡町告示第２５号） 

この要綱は、公表の日から施行する。 

 

別表（第４条関係） 

対象事業 補助

期間 

経費区分 内容 備考 

（１） 加工品

開発・販路拡

大 

３年

間 

謝金 委員謝金、専門家謝金  

旅費 委員旅費、専門家旅費、職員旅費、調査旅費  

直接経費 原材料費、実験費、デザイン料、試作費、外注加

工費、コンサルタント料、委託費、会場借料、会

場整備費、印刷製本費、資料購入費、広告宣伝費、

通信運搬費、機械装置等レンタル・リース費、保

険料、研修費、調査費 

その他 上欄に掲げるもののほか町長が特に必要と認め

る経費 

（２） 加工・

販売施設等

整備 

１年

間 

備品購入費 補助対象事業に必要な機械等に係る経費（自動

車、パソコン等の汎用性の高い機器等を除く） 

加工品開

発・販路拡

大事業の

実施が必

要 

施設整備費 補助対象事業に必要な施設の建設又は改修に係

る経費 

その他 上欄に掲げるもののほか町長が特に必要と認め

る経費 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

様式第４号（第８条関係） 

様式第５号（第８条関係） 

様式第６号（第９条関係） 

様式第７号（第１０条関係） 

様式第８号（第１０条関係） 

様式第９号（第１１条関係） 

様式第１０号（第１１条関係） 

 


